
マイナンバーカード　夜間・休日窓口

市民課　☎989-5410問

※夜間・休日窓口でのマイナンバーカード手続は
事前に電話予約が必要です。また夜間・休日窓
口は本庁舎東棟のみ対応となります。

３月 8（日）、15（日）９時~13時まで休日

29（日）、４月5日（日）９時~16時まで臨時開庁

12（木）、26（木）20時まで夜間

中学生・高校生に服を届ける、「こども食堂」ならぬこども
服屋　彗suiと、うるま市PTA連合会のコラボで「しぇあは
ぴマーケット」を開催します。おさがりがめぐるシェア
マーケットや、ワークショップなども参加します。「もった
いない」を「ありがとう」へ。物と気持ちを分かち合う場で
す。最新情報や入場のルールについては、彗suiのInsta-
gramをご確認ください。
●日時　3/20㈮　13:00～17:00
●場所　うるま市生涯学習・文化振
興センターゆらてく
　多目的ホール
●対象　中学生・高校生
●参加費・購入費　無料

うるま市PTA連合会　☎979-1011問

しぇあはぴマーケットを
開催します

令和8年度 就学援助制度・特別支援教育就学奨励費申請受付
●就学援助制度　経済的理由によって就学が困難と認めら
れる公立小中学校へ通う児童生徒の保護者に対し、学用
品費等の一部を援助する制度です。

●特別支援教育就学奨励費　市立小中学校の特別支援学
級に在籍する児童生徒、または市の教育支援委員会にお
いて特別支援学校が望ましいと判定されたが、市立小中
学校の普通学級に在籍する児童生徒の保護者に対し、学
用品費等の一部を援助する制度です。
※重複しての受給はできません。

■申込方法　在学する市立小中学校事務室より申請書類を受け取り、同事務室まで
提出してください。(区域外、県立中学校の児童生徒は学務課へ提出)
■受付期間　【就学援助制度】当初申請4/10(金)～5/29(金)
　　　　　　申請書は4/7(火)より、うるま市立小中学校にて配布。
　　　　　　市HPよりダウンロードも可。　【特別支援教育就学奨励費】7月以降
■提出書類　うるま市立小中学校または学務課までお問合せいただくか、市HPを
ご確認ください。
■問合せ　学務課　☎923-2159

春の引っ越しのシーズンがやってきました。この時期は、
水道の使用開始・中止の手続きが大変込み合いますので、
ご予定が決まり次第、早めのご連絡をお願いします。円滑
な手続きのため、ご希望日の2営業日前までに、お待ちいた
だくことなく手続きできるオンライン申請（Logoフォー
ム）のご利用をおすすめします。
【水道使用開始・中止の申請方法】
●オンライン申請　二次元バーコードから申請ください。
　※津堅地区は、電話での受付となります。ご了承ください。
●電話申請　水道部へお電話にてご連絡ください。
●窓口申請　水道部の窓口で申請を行うことができます。

営業課　☎975-2201問

引っ越しシーズンに伴う
水道使用の開始・中止手続きをお忘れなく

4月から高齢者肺炎球菌予防接種で使われているワクチン
が、国の方針により変更になります。ワクチン単価が上が
ることから自己負担額（現行4,000円）の変更も予定され
ています。接種をご希望で予診票がない方は、二次元バー
コードまたは健康支援課までご請求ください。
●対象者　①65歳の方　②60～64歳で、心臓、腎臓または呼
吸器の機能に障害があり、身の周りの生活が極度に制限され
る方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、
日常生活がほとんど不可能な方（身体障害者手帳１級相当）

●接種場所　指定医療機関　●接種回数　1回
　※接種を受ける法律上の義務はありません。

健康支援課　☎979-0950問

高齢者肺炎球菌予防接種の
ワクチン変更について

請求はこちら

①家屋を取り壊した時の届出　家屋の全部または一部を取
り壊したときは、資産税課へ「家屋滅失届」を提出してくだ
さい。賦課期日（毎年1月1日）が定められており、家屋を取り
壊しても届出がない場合は、翌年度以降も引き続き固定資
産税が課税される場合があります。また家屋だけでなく土
地の固定資産税にも影響が出る場合がございますので、お
早めの届出をお願いします。
②未評価家屋の届出　所有している家屋が未評価の場合、
家屋だけでなく土地の固定資産税にも影響がありますので、
お早めに届出いただくようお願いします。地方税法に基づき
更正が行われますので、提出が遅れた場合、過年度に遡って
固定資産税の税額変更が生じる場合がありますので、ご注意
ください。なお、届出様式については資産税課窓口または
ホームページ上からダウンロードにより入手可能です。

資産税課　☎973-5394申

家屋の届出について
海の文化資料館で好評だった、船の歴史や船大工の道具な
どを学べる展示会「船をつくる道具たち」が石川歴史民俗
資料館へやってきます！多くのご来館をお待ちしており
ます！
●期間　2/10㈫～ 3/29㈰
●場所　うるま市立石川歴史民俗資料館
●開館時間　9時～17時(最終入館16時30分)
●入館料　無料
●休館日　月曜・公休日の翌日(月曜日が公休日の場合は
その翌日)　

文化財課　☎923-7182申

移動展「船をつくる道具たち」

固定資産税の納税者の方が、他の土地や家屋の価格との比
較を通じて、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判
断できるように「土地価格等縦覧帳簿」及び「家屋価格等縦
覧帳簿の縦覧」を縦覧することができます。
●期間　4/1㈬～ 4/30㈭　※土日祝日除く
●時間　8：30～17：15（12：00～13：00を除く）
●場所　資産税課(本庁舎東棟1階⑤番窓口)
●対象者　固定資産税の納税者（納税管理人含む）、または
その代理人（委任状が必要）
●必要なもの　納税通知書、本人確認書類（運転免許証、マ
イナンバーカード等）　※納税通知書が4/15㈬までに
届いていない方は、資産税課までご連絡ください。

資産税課　☎973-5394申

令和８年度土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧について

団体による自主的かつ主体的なまちづくり活動の支援及
び地域コミュニティの担い手育成を図ることを目的とし、
1事業あたり20万～100万円を上限に補助金を交付する
事業です。
●事前相談　2/24㈫～3/13㈮
●申請期間　3/2㈪～ 3/18㈬
　※申請前に担当課へ事前相談を行ってください。
　※対象者等、詳細はうるま市公式ホームページまたは、
担当課までお問合せください。
●問合せ先　市民協働政策課（TEL:973-5487)

令和8年度うるま市地域まちづくり
応援事業補助金/一次募集について

市民協働政策課　☎973-5487問申

市内の放課後児童クラブ（学童）を利用するひとり親家庭
や生活保護受給世帯に対し、利用料の負担を軽減します。
※継続利用者も毎年申請が必要です。
●申請期限　3/2㈪ ～ 4/15㈬
　※申請期間を過ぎて申請された場合は、申請月の翌月か
ら軽減の対象となります。
●対象　市内に住所のある児童扶養手当の受給者、母子及
び父子家庭等医療費助成事業の受給者、または生活保護
受給者。
●軽減額　放課後児童クラブが定める利用料（保育料・お
やつ代のみ）の２分の１の額（上限月額５千円）
　※行事費等は軽減対象外となります。
●申請方法　上記の二次元バーコードより申請ください。

こども家庭課　☎973-4983問

令和8年度 放課後児童クラブ
ひとり親等支援事業

市内7か所地域包括支援センターに配置されている、認知
症支援推進員が、もの忘れ相談や脳の健康チェックを行い
ます。お気軽に相談ください。
【認知症地域支援推進員とは】　認知症の方やそのご家族
からの相談を受け、必要な医療・介護サービス等と連携し、
安心して地域で暮らせるように支援しています。
●日時　3/12㈭　10：00～12：00
●場所　東棟1階納税課側（相談室6）
　※事前予約は必要ありません。直接、相談室へお越しください。

お住まいの地区の各地域包括支援センター問

令和7年度無料もの忘れ相談会

令和8年 春の火災予防運動
全国統一防火標語 「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」

春の火災予防運動が
3 月1日（日）から7日（土）までの
一週間、全国一斉に実施されます。

　火災が発生しやすい時季を迎え
るに当たり、火災予防思想の一層の
普及を図り、もって火災の発生を防
止し、高齢者等を中心とする死者の
発生を減少させ、財産の損失を防ぐ
ことを目的として、毎年この時期に
実施しています。

予防課　予防係　☎975-2119問
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